
令和元年度 第１回磐田市地域公共交通会議 次第 

令和元年 5月 31 日（金）9:30～ 

磐田市役所西庁舎 3階 302・303 会議室 

１ 開    会 

２ 会長あいさつ 

３ 協議事項 

  議案第１号 磐田市地域内フィーダー系統確保維持改善計画について 

  議案第２号 デマンド型乗合タクシー「お助け号」の指定施設の追加について 

  議案第３号 退出意向申出路線について 

４ 報告事項 

  デマンド型乗合タクシー「お助け号」の利用状況等について 

５ その他

６  閉    会 



磐田市地域公共交通会議委員名簿

№ 職 区   分 氏　　名 備考

1 会長 学識経験者 静岡文化芸術大学 名誉教授 川 口 宗 敏

2 市議会の議員 磐田市議会 議長 寺 田 幹 根 新 任

3
関係行政
機関の職員

中部運輸局静岡運輸支局 首席運輸企画専門官 久 保 田 素 広 代理：小松田始

4
関係行政
機関の職員

静岡県交通基盤部 地域交通課長 大 倉 篤 代理：山崎友寛

5
関係行政
機関の職員

磐田警察署 交通課長 古 山 康 徳 新 任

6
関係行政
機関の職員

静岡県袋井土木事務所 企画検査課長 三 浦 洋 一

7
関係行政
機関の職員

袋井市 総務部長 鈴 木 亨 新 任

8 副会長 市民の代表者 磐田市自治会連合会 副会長 水 野 勲

9 市民の代表者 元いわた女性市民会議 大 杉 美 智 子

10 市民の代表者 磐田商工会議所 専務理事 鈴 木 隆 之

11 市民の代表者 磐田市老人クラブ連合会 副会長 山 下 六 機

12 市民の代表者 磐田市民生委員児童委員協議会 理事 杉 山 美 智 子

13 公共交通事業者 遠州鉄道株式会社 運輸業務部長 小 野 田 剛 久

14 公共交通事業者 秋葉バスサービス株式会社 代表取締役社長 佐 野 弘 幸 新 任

15 公共交通事業者 静岡県タクシー協会西部会竜東支部 支部長推薦 藤 田 守 康 欠 席

16 公共交通事業者 遠鉄タクシー株式会社 取締役営業本部長 杉 浦 一 徳

17 公共交通事業者 遠州鉄道労働組合 副執行委員長 田 中 友 親

18 市の職員 磐田市 副市長 髙 田 眞 治

 (任期：平成2９年５月３１日～令和２年５月３０日)

所　属
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R1.5.31 地域づくり応援課資料

磐田市地域公共交通会議の概要について 

１ 設置目的・協議事項（要綱第１条）

(1) 市民のニーズや地域の実情にあった生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客 

の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議 

する。

(2) 今後の磐田市の公共交通施策の指針とすべく、効率的で将来にわたり持続可能な、ま 

た磐田市にとって望ましい公共交通体系のすがたを明らかにする「地域公共交通網形成 

計画」の策定に関して協議を行う。 

(3) 会議の位置付け 

  ・道路運送法 

  ・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

２ 所掌事務（要綱第２条） 

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の確保等に関すること。 

(2) 市が運営する有償運送の必要性及び運行方法に関すること。 

(3) 形成計画の策定及び変更、また計画に位置づけられた事業の実施や実施に係る連絡調 

整に関すること。 

(4) 静岡県生活交通確保対策協議会設置要綱の規定に基づき、同協議会の分科会として要 

綱第３条第２号の協議事項及び協議会が要請する事項に係る協議に関すること。 

３ 組織（要綱第３条）

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会の役割を果たすため、要件

を満たす構成（次のとおり）とする。 

(1) 学識経験者   (2) 市議会の議員    (3) 関係行政機関の職員 

(4) 市民の代表者  (5) 公共交通事業者      (6) 市の職員 

(7) その他市長が必要と認める者

４ 委員の任期（要綱第３条）

委員の任期は３年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

◎現委員は、令和 2年 5月 30日までの任期となります。 

５ 会長及び副会長（要綱第４条）

会長及び副会長を各１人置き、委員の互選により定める。

６ 会議（要綱第５条）

会議は会長が招集し、会長が議長となります。委員の半数以上の出席により成立し、出

席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

◎会議は年２～３回開催します。 

◎条例に定められた日当を支給します。 



R1.5.31 地域づくり応援課資料

磐田市地域公共交通会議の概要について 

７ 庶務（要綱第６条） 

会議の庶務は、地域づくり応援課 地域安全・交通政策グループにおいて処理します。 



当日資料

議案第１号

磐田市地域内フィーダー系統確保維持改善計画について

磐田市地域内フィーダー系統確保維持改善計画を別添のとおり策定するものとす

る。 



磐田市地域内フィーダー系統確保維持改善計画の策定について

１ 要旨

デマンド型乗合タクシー福田線及び磐田中央線の運行内容が、国の補助制度の交付

要件に該当するため、地域公共交通会議での合意が必要とされる「地域内フィーダー

系統確保維持改善計画」を策定するものです。

２ 交付要件（主な項目） 

① 幹線バス系統を補完するものであること 

② 幹線バス系統等へのアクセス機能を有すること 

③ 新たに運行するものであること 

④ 地域公共交通会議による議論を経た計画に基づき実施されるものであること 

※デマンド型乗合タクシー（福田線及び磐田中央線）は、地域間交通の役割を担う 

遠州鉄道の主要バス停やＪＲ磐田駅等を運行目的地とすることにより、幹線バス 

系統等のフィーダー＝枝葉としての役割を果たしています。 

３ 補助申請対象期間 

  令和 2年度（元年 10 月～2年 9月）、令和 3年度、令和 4年度の 3か年分 

４ 対象となる運行系統名 

① デマンド型乗合タクシー福田線 

② デマンド型乗合タクシー磐田中央線 

５ 事業の目標、効果 

 ○目標（令和 2年度） ※…実績値 

 福田線：一日当たりの利用者数 7.0 人（※29 年 10 月～30 年 9 月は 6.7 人） 

              交通結節点（主要バス停、JR 磐田駅・御厨駅） 

利用者数 220 人（※29 年 10 月～30 年 9 月は 212 人） 

  磐田中央線：一日当たりの利用者数 20 人（※29 年 10 月～30 年 9 月は 14.8 人） 

                  交通結節点（主要バス停、JR 磐田駅）利用者数 800 人（※29 年

10 月～30 年 9 月は 383 人） 

○効果 地域内フィーダー系統を確保・維持するとともに、民間路線バスが利用で 

きない区域を解消し、高齢者など交通弱者の日常生活に必要な交通手段が 

確保されます。 
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生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画含む） 

令和元年  月  日 

（名称）磐田市地域公共交通会議 

生活交通確保維持改善計画の名称 

磐田市地域内フィーダー系統確保維持計画 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

磐田市においては、主に通勤通学時の大量輸送手段として、幹線交通である路線バスが近

隣の浜松市・袋井市・森町等と本市を結ぶ広域路線７路線で運行されており、磐田駅を中心

に放射状に路線網が形成されている。また、磐田市への訪問者や高齢者等の日常生活の足と

なっている一般タクシーにより成り立っている。 

自主運行バスの代替手段として運行しているデマンド型乗合タクシーは、バス路線など既

存の公共交通への乗り継ぎを図りつつ、通院や買い物など日常生活に必要な移動手段として

の役割を果たしている。利用者数は増加傾向にあり、車を運転できない高齢者等の利用割合

も高く、利用者からは一定の評価を得ている。 

このため、地域公共交通確保維持事業により、デマンド型乗合タクシー「福田線」及び 

「磐田中央線」を確保・維持することで、住民の生活交通手段を存続させていくことが必要

である。 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

（福田線） 

指標 現状※1 目標値（R2） 

一日当たりの利用者数 6.7 人 → 7.0 人 

交通結節点（主要バス停、JR磐田駅・御厨駅） 

利用者数 

212 人 →  220 人 

（磐田中央線） 

指標 現状※1 目標値（R2） 

一日当たりの利用者数 14.8 人 →   20 人 

交通結節点（主要バス停、JR磐田駅）利用者数  383 人 →  800 人 

   ※1 平成 29年 10 月～30 年 9月の数値 

  令和 2、3年度は、前年度比増を目標とする。 
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（２）事業の効果 

 地域内フィーダー系統を確保・維持することにより、民間路線バスが利用できない区域を

解消するとともに、高齢者など交通弱者の日常生活に必要な交通手段が確保される。 

運行目的地については、日常生活に最低限必要な施設に絞ることにより他の公共交通との

整合を図るほか、民間路線バス（遠州鉄道「磐田市立病院福田線」）の主要バス停や JR 磐田

駅などの交通結節点と結び、これらのフィーダーとしての役割を果たす。 

３．２の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

デマンド型乗合タクシーの運行内容の周知、啓発（磐田市、事業者） 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付  

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

 市・遠鉄タクシー株式会社

６. 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

 遠鉄タクシー株式会社 

７. 補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の断続的な測定方法 

【活性化法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

 ※該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当りの運 

行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】

 ※該当なし 

９．別表１の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準

ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】

 ※該当なし 

10. 生産性の向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】

 ※該当なし 

11．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域間幹線系統のみ】

※該当なし
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12．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】

 ※該当なし 

13．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

14．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負担

者及びその負担額 

【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】

 ※該当なし 

15. 老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における 

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用し 

た利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

16．協議会の開催状況と主な議論  

・平成 28年 5月 26 日  本計画の協議 

・平成 29年 1月 18 日   福田線、磐田中央線運行内容の見直し 

            ・運行日、運行時刻の追加 ・指定施設の追加 など 

・平成 29年 5月 31 日   磐田中央線運行内容見直しの提案 

            ・運行日、運行時刻の追加 ・指定施設の追加 など 

                       本計画の協議

・平成 29年 12 月 20 日 磐田中央線ほか運行内容の見直し

・運行日、運行時刻の追加 ・指定施設の追加 など 

・平成 30年 5月 31 日  磐田中央線運行内容の見直し 指定施設の追加 

                       本計画の協議 

・平成 30年 12 月 25 日 8 路線運行内容の見直し

・指定施設の追加・車両配置数の変更

17．利用者等の意見の反映 

・自治会、老人クラブ、民生委員、福祉団体関係者、運行事業者及び市職員で組織する「住

民周知・利用促進検討会」の開催 

・利用登録者アンケート調査の実施 

・車内アンケート調査の実施 

・交通安全協会磐田地区支部と連携した高齢者世帯訪問 

・自治会、老人クラブ、高齢者サロン等への説明会開催 
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１３．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 静岡県交通基盤部地域交通課、静岡県袋井土木事務所 

関係市区町村 磐田市副市長、袋井市総務部長 

交通事業者・交通施

設管理者等 

遠州鉄道株式会社、秋葉バスサービス株式会社、静岡県タクシー協会

西部会竜東支部、遠鉄タクシー株式会社、遠州鉄道労働組合、磐田警

察署 

地方運輸局 静岡運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 

静岡文化芸術大学名誉教授、磐田商工会議所、磐田市老人クラブ連合

会、磐田市議会、磐田市自治会連合会、市民・利用者代表 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）静岡県磐田市国府台３番地１   

（所 属）自治市民部地域づくり応援課   

（氏 名）神谷 美輝            

（電 話）０５３８－３７－４７５１    

（e-mail）chiiki-ohen@city.iwata.lg.jp     
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 令和2年度

起点 経由地 終点
運行態様の
別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対象
地域間幹線系統等
との接続確保策

基準ニで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．区域運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記することとし、「系統キロ程」について記載を要しない。

２．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

３．「再編特例措置」については、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載する。

４．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行の別を記載すること。

５．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークと、どのように接続を確保するかについて記載する。

６．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

市区町村 運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

計画
運行
回数

計画
運行
日数

系統
キロ程

運行系統
再
編
特
例
措
置

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

磐田市

(1)
デマンド型乗合ﾀｸｼｰ
「福田線」

遠鉄タクシー株式会社

(4)

区域 ①

292日 1,460回 区域 ①
地域間幹線系統である遠
州鉄道「磐田市立病院福
田線」と「福田車庫」・「大原
団地」停留所にて接続

③

遠鉄タクシー株式会社 (2)
デマンド型乗合ﾀｸｼｰ
「磐田中央線」

磐田中央地
区（見付・中
泉・今之
浦）、磐田
市立総合病
院等

往　　　ｋｍ

292日 3,504回

往　　　ｋｍ
日(3)

往　　　ｋｍ
日(5)

復　　　ｋｍ
回

往　　　ｋｍ
日

福田地区、
磐田駅周
辺、御厨駅
及び磐田市
立総合病院
等

復　　　ｋｍ
回

復　　　ｋｍ

地域間幹線系統である遠
州鉄道「磐田市立病院福
田線」と「美登里町上」停留
所にて接続

③
復　　　ｋｍ

回
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議案第２号

デマンド型乗合タクシー「お助け号」の指定施設の追加について

磐田市「磐田中央地区」及び「磐田東部地区」デマンド型乗合タクシーの運行内

容を下記のとおり変更するものとする。

記

１ 指定施設（行き先、運行目的地） 

  磐田中央地区内の指定施設に「レモン歯科」を加える。 

磐田東部地区内の指定施設に「ふたばクリニック」を加える。 

なお、地区内運賃の変更はないものとする。

２ 実施時期

  令和元年 8月１日から



議案第３号

退出意向申出路線について

平成３１年３月３１日までに静岡県生活交通確保対策協議会に申し出のあっ

た次の退出意向路線（系統）について協議する。

１ 退出意向路線（系統）の名称

 城之崎線（浅羽系統） 

 中ノ町磐田線（袋井系統） 

 磐田市立病院福田線（山梨系統）

２ 退出意向路線（系統）の概要等 

 別紙１のとおり 



2019 年 5 月 31 日

遠州鉄道路線バス「城之崎線（浅羽系統）」・「中ノ町磐田線（袋井系統）」 

「磐田市立病院福田線（山梨系統）」の退出について

遠州鉄道株式会社

１ 路線の概要

系統名
運行系統

＜系統＞

キロ程

（km）

＜退出※＞

キロ程

（km）

運行回数

起点 経過地 終点

城之崎線

（浅羽系統）
磐田駅 東新町

浅羽

中学
11.0 

4.4 
（袋井市内含む）

●平日 7.0 回

（往路 7 本、復路 7 本）

●土日祝 5.5 回

（往路 6 本、復路 5 本）

中ノ町

磐田線

（袋井系統）

磐田駅
磐田

営業所

袋井

車庫
9.5 

5.7 
（袋井市内含む）

●平日 0.5 回

（往路 1 本、復路なし）

●土日祝 なし

磐田市立

病院福田線

（山梨系統）

磐田駅
旧見付

学校
山梨 18.6 

9.9 
（袋井市内、

森町内含む）

●平日 0.5 回

（往路なし、復路 1 本）

●土日祝 なし

※退出キロ程

完全に交通空白となる（バスが走らなくなる）経路のキロ程となります。

２ 退出時期

2019 年 10 月 1 日（予定）

３ 退出理由・内容

路線バスの利用者数は年々減少しており、厳しい運営状況となっております。さらに近年、極度の

運転者不足に陥っており、路線維持補助金の交付を受けても、維持することが困難な状況にあります。

そのような実態を踏まえて、今般、全３路線を退出させていただきたいと考えております。

別紙 1 
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４．協議経緯及び今後の予定

2019 年 3 月 29 日 静岡県に対して退出の申出

2019 年 5 月 31 日  2019 年度・第 1 回磐田市地域公共交通会議にて協議

2019 年 10 月 1 日（予定） ダイヤ改正（退出）実施

５．時刻表

2019年4月1日現在

【平日】 【浅羽行き】 【平日】 【磐田駅行き】

磐田駅 城之崎
磐田
(営)

スズキ 鎌　田 東新町
浅　羽
中　学

東新町 鎌　田 スズキ
磐田
(営)

城之崎 磐田駅

6:41 6:46 → → → 6:55 7:05 6:10 6:19 → → → 6:28 6:35

7:11 7:16 → → → 7:29 7:41 7:09 7:20 → → → 7:34 7:41

15:26 15:31 → → → 15:44 15:57 7:47 7:57 → → → 8:11 8:18

16:26 16:31 → → → 16:44 16:57 16:28 16:37 → → → 16:47 16:54

17:26 17:31 → → → 17:44 17:57 17:41 17:50 → → → 18:03 18:11

18:26 18:31 → → → 18:41 18:52 18:14 18:23 → → → 18:34 18:40

19:36 19:41 → → → 19:50 20:00 19:39 19:48 → → → 19:59 20:05

【土日祝】 【浅羽行き】 【土日祝】 【磐田駅行き】

磐田駅 城之崎
磐田
(営)

スズキ 鎌　田 東新町
浅　羽
中　学

東新町 鎌　田 スズキ
磐田
(営)

城之崎 磐田駅

7:22 7:27 → → → 7:37 7:49 7:15 7:24 → → → 7:34 7:41

15:26 15:32 → → → 15:41 15:51 7:56 8:05 → → → 8:14 8:21

16:26 16:31 → → → 16:41 16:55 16:30 16:39 → → → 16:49 16:56

17:26 17:31 → → → 17:41 17:55 17:39 17:48 → → → 17:58 18:05

18:26 18:31 → → → 18:41 18:52 18:12 18:21 → → → 18:29 18:36

19:36 19:41 → → → 19:51 20:02

浅　羽
中　学

浅　羽
中　学

城之崎線　時刻表（浅羽系統のみ）

2019年4月1日現在

【平日】

中ノ町・磐田営業所方面行き

磐田駅 新加茂川橋 磐田営業所 袋井駅
袋井土木
袋井車庫

18:46 18:51 19:00 19:11 19:11

中ノ町磐田線時刻表（関係系統のみ）

2019年4月1日現在

【平日】
磐田駅方面行き

山梨 見取中
磐田市立
病院

加茂川 磐田駅

7:24 7:40 → 8:09 8:16

磐田市立病院福田線時刻表（関係系統のみ）
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６．退出区間

【城之崎線（浅羽系統）】

【中ノ町磐田線（袋井系統）】
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【磐田市立病院福田線（山梨系統）】
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平成30年度 デマンド型乗合タクシー「お助け号」の利用状況について

○地区別利用登録状況(H31.3末)

地区 豊田 竜洋 福田 豊岡 磐田中央 磐田南部 磐田北部 磐田東部 合計

利用登録者数 1,823人 1,234人 1,051人 878人 1,093人 605人 474人 430人 7,588人

対象人口
(H31.3)

30,462人 18,818人 17,651人 11,019人 11,990人 18,173人 10,349人 17,890人 136,352人

29年度 1,673人 1,045人 918人 845人 800人 426人 406人 366人 6,479人

増減 150人 189人 133人 33人 293人 179人 68人 64人 1,109人

※磐田中央地区は、６５歳以上が対象

○地区別利用者数

※利用者数

地区 豊田 竜洋 福田 豊岡 磐田中央 磐田南部 磐田北部 磐田東部 合計

利用者数 5,834人 2,689人 2,257人 1,634人 6,015人 2,258人 848人 1,976人 23,511人

29年度 4,777人 1,496人 1,712人 1,305人 2,259人 1,571人 762人 1,534人 15,416人

増減 1,057人 1,193人 545人 329人 3,756人 687人 86人 442人 8,095人

※実利用者数

地区 豊田 竜洋 福田 豊岡 磐田中央 磐田南部 磐田北部 磐田東部 合計

利用者数 351人 211人 155人 115人 308人 135人 61人 122人 1,458人

29年度 301人 123人 118人 106人 170人 85人 52人 90人 1,045人

増減 50人 88人 37人 9人 138人 50人 9人 32人 413人

報告

豊田

25%

竜洋

11%

福田
10%豊岡

7%

磐田中央
25%

磐田南部

10%

磐田北部
4%

磐田東部
8%

地区別利用者数

豊田

24%

竜洋

16%
福田

14%

豊岡
12%

磐田中央
14%

磐田南部
8%

磐田北部
6%

磐田東部
6%

利用登録者数
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○目的地別利用状況

施設 地区内医院 商業施設 磐田病院 公共施設 磐田駅周辺 バス停等 豊田町駅 金融機関 合計

利用者数 6,817人 5,634人 4,235人 3,112人 2,279人 375人 637人 422人 23,511人

29年度 4,766人 3,819人 2,280人 1,449人 1,720人 433人 619人 330人 15,416人

増減 2,051人 1,815人 1,955人 1,663人 559人 -58人 18人 92人 8,095人

○障害者（付添者含む）の利用状況

※利用者数 ※実利用者数

種別 一般 障害者 合計 種別 一般 障害者 合計

30年度 17,256人 6,255人 23,511人 30年度 991人 467人 1,458人

29年度 9,954人 5,462人 15,416人 29年度 659人 386人 1,045人

増減 7,302人 793人 8,095人 増減 332人 81人 413人

地区内医院

29%

商業施設

24%

磐田病院

18%

公共施設

13%

磐田駅周辺

10%

バス停等

1%

豊田町

駅

3%

金融機関

2%

目的地別内訳

一般

73%

障害者
27%

利用者の内訳
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○時刻別利用状況

時刻 7時台 ８時台 ９時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台

利用者数 389人 2,333人 4,386人 4,110人 3,533人 2,721人 1,048人 2,461人 1,024人 1,461人 45人

29年度 494人 1,598人 3,214人 2,863人 2,342人 1,089人 617人 1,679人 730人 742人 48人

増減 -105人 735人 1,172人 1,247人 1,191人 1,632人 431人 782人 294人 719人 -3人

○乗合の状況

乗合数 １人 ２人 ３人 ４人 合計

便数 14,759便 3,513便 502便 55便 18,829便

29年度 10,740便 1,976便 216便 19便 12,951便

増減 4,019便 1,537便 286便 36便 5,878便

7時台
2%

８時台

10%
９時台

19%

10時台
18%11時台

15%

12時台
12%

13時台
4%

14時台
10%

15時台
4%

16時台
6%

時刻別利用内訳

１人

78%

２人

19%

３人

3%

４人

0%
乗合の状況
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○土曜日の利用状況

※利用者数 （全49週）

地区 豊田 磐田中央 福田 豊岡 磐田南部 竜洋 磐田東部 磐田北部 合計

30年度 624人 629人 198人 98人 145人 276人 214人 55人 2,239人

29年度 362人 人 215人 104人 140人 117人 192人 20人 1,150人

増減 262人 629人 -17人 -6人 5人 159人 22人 35人 1,089人

※実利用者数

地区 豊田 磐田中央 福田 豊岡 磐田南部 竜洋 磐田東部 磐田北部 合計

30年度 103人 91人 41人 29人 30人 57人 32人 20人 403人 419人

29年度 68人 29人 24人 28人 23人 29人 9人 210人

増減 35人 91人 12人 5人 2人 34人 3人 11人 193人

○運転経歴証明書提示者の利用状況

※利用者数

地区 豊田 磐田中央 福田 豊岡 磐田南部 竜洋 磐田東部 磐田北部 合計 ※実利用者数

30年度 1,200人 1,499人 686人 190人 744人 824人 482人 138人 5,763人 431人

29年度 640人 469人 315人 89人 499人 96人 218人 28人 2,354人

増減 560人 1,030人 371人 101人 245人 728人 264人 110人 3,409人

※実利用者数

地区 豊田 磐田中央 福田 豊岡 磐田南部 竜洋 磐田東部 磐田北部 合計

30年度 97人 109人 42人 20人 45人 52人 47人 19人 431人

29年度 59人 40人 19人 18人 23人 25人 32人 10人 226人

増減 38人 69人 23人 2人 22人 27人 15人 9人 205人

※磐田中央地区は、平成30年度より運行開始

0人

0人
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全体 1日当り

豊田地区 1,823 5,834 20.0 1,144 19.6% 4,523 1.29 8,263,280 2,310,400 5,952,880

①地区内医院31.8％
②地区内商店31.5％
③磐田病院14.8％
・平均年齢：76.2歳

磐田北部地区
(大藤・向笠・岩田地区)

474 848 2.9 237 27.9% 735 1.15 1,703,200 334,500 1,368,700

①磐田病院37.5％
②地区内医院19.7％
③磐田駅周辺17.9％
・平均年齢：78.7歳

磐田東部地区
(西貝･田原･御厨･南御厨地区)

430 1,976 6.8 839 42.5% 1,662 1.19 3,883,520 880,000 3,003,520

①磐田駅周辺26.5％
②磐田病院26.3％
③地区内商店21.5％
・平均年齢：74.1歳

磐田南部地区
(天竜･長野･於保地区)

605 2,258 7.7 590 26.1% 1,821 1.24 4,261,320 1,019,500 3,241,820

①地区内商店31.2％
②磐田病院24.2％
③磐田駅周辺19.5％
・平均年齢：76.9歳

磐田中央地区
(見付･中泉･今之浦地区)

1,093 6,015 20.6 1,756 29.2% 4,813 1.25 8,720,100 2,071,900 6,648,200

①地区内医院31.4％
②地区内商店29.2％
③磐田病院13.5％
・平均年齢：79.4歳

竜洋地区 1,234 2,689 9.2 824 30.6% 2,209 1.22 4,841,740 1,064,700 3,777,040

①地区内医院33.1％
②地区内公共18.6％
③磐田病院18.4％
・平均年齢：77.7歳

福田地区 1,051 2,257 7.7 588 26.1% 1,774 1.27 4,309,140 994,200 3,314,940

①磐田駅周辺39.6％
②地区内医院26.1％
③リフレＵ16.8％
・平均年齢：78.7歳

豊岡地区 878 1,634 5.6 277 17.0% 1,292 1.26 3,413,720 749,400 2,664,320

①地区内医院44.3％
②磐田病院17.8％
③地区内商店16.4％
・平均年齢：81.8歳

合  計 7,588 23,511 80.5 6,255 26.6% 18,829 1.25 39,396,020 9,424,600 29,971,420

使用台数
（台）

平均乗車数
（人/台）

運行経費
（円）

運賃収入
（円）

委託料
（円）

備考

デマンド型乗合タクシー『お助け号』利用状況（運行期間：H30.4.1～H31.3.31）

地区名 H31.3末登録数

利用者数（人）

内障害者等の数及び割合
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磐田市バス利用促進事業費補助金交付事業

「遠州鉄道㈱ 磐田天竜線神田バス停（上り）待合所上屋修繕」

磐田天竜線神田バス停（上り）待合所上屋に

ついて、台風被害により待合所側面の囲いが

破損した。

着手前

完 成

バス利用促進事業費補助金 

地域住民の交通の利便を確保するため、待合及び乗継環境の向上のための施設整備を実施する路線バス事業

者に対して、その経費の１／３を補助金として交付するもの。

待合所の側面に波板を取り付け、破損箇所の

現状復旧を行った。
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